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※同じ基準

○介護福祉士
○実務者研修修了者
○介護職員初任者研修修了者

など

現行の人員基準を継続

○ 介護人材の確保等の観点を踏まえ、生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準の緩和やこれに応
じた報酬の設定。（30年度報酬改定）

○ 通所介護などその他の給付について介護報酬改定の議論の過程で適正化を検討。

人員基準の緩和及び
それに応じた報酬の設定

① 身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触して行われるサービス等
（例：入浴介助、排せつ介助、食事介助 等）

② 生活援助 ≫ 身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス
（例：掃除、洗濯、調理 等）

訪問介護におけるサービス類型

身体介護
中心

生活援助
中心

現行 見直し後

訪問介護員の人員基準の見直し

身体介護中心

生活援助中心

見直しの方向性

生活援助等の見直し
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